
令和７年２月４日からの大雪に伴う 

雪害対策本部関係部局長等会議 

次    第 

 

     日 時：2025年２月 12日（水）0900～ 

     場 所：本庁舎２階 正庁 

 

１ 開  会 

 

 ２ 議  事 

  （１）気象情報、被害状況等について 

  （２）災害救助法の適用について 

  （３）各部局からの報告・情報共有について 

（４）その他 

 

 ３ 市長指示 

 

４ 閉  会 



関係部局長会議参集範囲 

 

市長  

副市長  

総務部長 職員配置 

政策開発部長 支援内容取りまとめ 

財務部長 予算関係 

税務部長 り災証明書関係 

文化スポーツ部長 所管施設の避難所開放等 

市民部長  

環境部長 災害廃棄物対応 

保健福祉部長 被災者支援、避難所対応 

こども部長 保育所関係 

農林部長 農業関係被害対応 

産業観光部長 観光施設関係 

建設部長 道路除雪対応、住宅の応急修理 

都市構想部長 住家除雪積算対応 

教育総務部長 学校、公民館等の避難所開放等 

学校教育部長 児童生徒対応 

上下水道局長 水道関係 

郡山消防署長（オンライン） 消防関係 

各行政センター所長（オンライン） 各地区対応 
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気象情報、被害状況、災害救助法の適用について 

 １ 気象情報等   福島地方気象台発表 

２／５（水）0527  郡山市湖南：〔発表〕なだれ注意報 

1549  郡山市湖南：〔発表〕大雪警報 

２／６（木）0734  郡山市湖南：〔解除〕大雪警報 

２／９（日）1013  郡山市湖南：〔解除〕大雪注意報 
 
 ○ 今後の湖南地区の雪の見込み（2/11 1630福島地方気象台確認） 

   ・2/10で大型寒気は抜けたため、注意報発表の可能性は低い 

・降雪の見込みは、今後 24時間で 5～10㎝程度 
 
 〇 積雪状況（2/12 0800現在） 

   ・湖南行政センター前 96㎝ 

   ・熱海行政センター前 50㎝ 

   ※2/11現在の湖南町・熱海町の積雪状況は別紙のとおり 
 

 ２ 被害状況等   

【人 的 被 害】 4件(除雪作業中などのケガによる救急搬送) 

【住 家 被 害】 被害なし 

【非住家被害】 6件 

        ①湖南町福良字中浜地内（カーポート損壊） 

        ②湖南町福良字中浜地内（農業用パイプハウスの一部損壊） 

        ③湖南町福良字前田地内（蔵のシャッター部の一部損壊） 

        ④熱海町石筵字東中道地内（車庫倒壊） 

        ⑤湖南町赤津字梨ノ木地内（農業用パイプハウスの一部損壊） 

        ⑥湖南町三代字中ノ入地内（物置用パイプハウスの一部損壊） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①カーポート ②農業用パイプハウス ③蔵のシャッター部 

④車庫 ⑤農業用パイプハウス 

【撮影者】 

①②③⑤⑥ 

湖南行政センター職員 

④ 

熱海行政センター職員 
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【その他被害】 

 ・倒  木  1件  

⑦逢瀬町多田野字草倉沢地内（撮影者 林業振興課職員） 

 

 

 

 

 

 

 

 ３ 災害救助法について   

 ○ 概要 

    災害に対して、国が地方公共団体その他団体及び国民の協力の下に、応

急的に、必要な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図ることを

目的とする。 

 

○ 今回の適用状況（同法施行令第１条第１項第４号適用） 

   ・2/7公表（13市町村） 

会津若松市、喜多方市、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐

梯町、猪苗代町、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町 

   ・2/8公表（３町村） 

檜枝岐村、会津坂下町、湯川村 

   ・2/9公表（２町村） 

下郷町、天栄村 

   ・2/10（１市） 

     郡山市     計 19市町村 

 

○ 同法に基づく国等から市町村への主な救助項目（法第４条第１項） 

救助項目 

１ 避難所の設置 

２ 応急仮設住宅の供与 

３ 炊き出しその他による食品の給与 

４ 飲料水の供給 

５ 被服、寝具その他生活必需品の給与・貸与 

６ 医療・助産 

７ 被災者の救出 

８ 住宅の応急修理 

９ 学用品の給与 

10 埋葬 

11 死体の捜索 
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12 死体の処理 

13 障害物の除去（除雪等） 

14  救助事務費 

 

 〇 「13障害物の除去（除雪等）」について 

   ・支援の対象となるもの 

（１）屋根雪の雪下ろし 

（２）玄関などの出入口へのアプローチの確保のための除雪 

（３）屋根から降ろした雪等の雪捨場への運搬 

 

   ・実施要件 

     以下の３要件をすべて満たす必要がある。 

    （１）家屋等が倒壊の可能性があり、住民の生命又は身体に危害が生じ

るおそれがある場合 

（２）自力でできないこと 

   高齢者や障がい者等で、対応できる家族等が県内にいないなど 

（３）事業者に依頼する資力がないこと 

   住民税非課税世帯等 



2025/2/11　9:00時点　湖南小中学校付近(道路維持課職員撮影）

2025/2/11  9:00時点　湖南行政センター付近(道路維持課職員撮影）



2025/2/11 11:20時点　熱海行政センター付近（防災危機管理課職員撮影）

2025/2/11 11:30時点　ホテル華の湯付近（防災危機管理課職員撮影）



2025/2/11 11:50時点　熱海公民館高玉分館（防災危機管理課職員撮影）

2025/2/11 11:40時点　熱海小学校校庭（防災危機管理課職員撮影）



2025/2/11 12：10時点　熱海町石筵地内（防災危機管理課職員撮影）

2025/2/11 12：00時点　熱海小学校石筵分校校庭（防災危機管理課職員撮影）



2025/2/11 12：40時点　熱海中学校校庭（防災危機管理課職員撮影）

2025/2/11 12：30時点　市営対面原団地（防災危機管理課職員撮影）


